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か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
毎
月
、給

与
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
（
特
別

徴
収
） 

。

　

事
業
を
営
む
方
な
ど
は
６
月
30

日
㈮
、
8
月
31
日
㈭
、
10
月
31
日

㈫
、
翌
年
1
月
31
日
㈬
の
年
４
回
、

直
接
個
人
で
納
め
ま
す
（
普
通
徴

収
）。

　

年
金
収
入
の
あ
る
方
は
、
年
齢

や
年
金
額
な
ど
に
よ
り
、
普
通
徴

収
ま
た
は
年
金
か
ら
の
天
引
き
と

な
り
ま
す
（
選
択
制
で
は
あ
り
ま

せ
ん
）。

　

ま
た
、
昨
年
の
4
月
3
日
か
ら

今
年
の
4
月
2
日
ま
で
に
65
歳
に

な
っ
た
方
は
、
年
度
の
途
中
で
年

金
か
ら
の
天
引
き
が
始
ま
り
ま
す

の
で
、
そ
れ
ま
で
は
普
通
徴
収
と

な
り
ま
す
。

※
給
与
と
年
金
な
ど
、
複
数
の
収

入
が
あ
る
方
は
、
各
収
入
ご
と
に

納
入
方
法
が
異
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

詳
細 

市
民
税
課
市
民
税
係

☎
381 

‐
１
０
１
２

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

住
所
が
あ
り
、
一
定
の
所
得
を
超

え
る
方
は
、
所
得
額
に
応
じ
て
課

税
さ
れ
ま
す
（
課
税
さ
れ
な
い
方

は
下
表
＊
１
を
参
照
）。

▼
税
額
の
算
出
方
法

【 

均
等
割
額 
】

　

５
千
円（
市
民
税
３
５
０
０
円
、

道
民
税
１
５
０
０
円
）

※
平
成
26
年
度
か
ら
平
成
35
年
度

ま
で
の
間
、
防
災
に
必
要
な
財
源

を
確
保
す
る
た
め
千
円
（
市
民
税

５
０
０
円
、
道
民
税
５
０
０
円
）

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

【 

所
得
割
額 

】

　

課
税
標
準
額
（
総
所
得
金

額 

― 

所
得
控
除
金
額
）
×
税
率

（
10
％
）
― 

税
額
控
除
額

※
土
地
・
建
物
の
譲
渡
所
得
な
ど

所
得
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
計
算

方
法
が
異
な
り
ま
す
。

▼
納
入
方
法

　

給
与
所
得
の
方
は
、原
則
６
月

 

市
民
税
・
道
民
税

　

５
月
か
ら
６
月
に
か
け
て
、
納
税
（
納
入
）
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。
今
月
号
の
広
報
で
は
、
皆

さ
ん
に
ご
負
担
い
た
だ
い
て
い
る
税
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

毎
年
1
月
1
日
現
在
、
市
内
に

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
（
事
業

用
の
機
械
・
器
具
・
備
品
な
ど
）

を
所
有
し
て
い
て
、
左
記
の
台
帳

に
登
記
ま
た
は
登
録
さ
れ
て
い
る

方
に
課
税
さ
れ
ま
す
（
都
市
計
画

税
は
土
地
、
家
屋
が
市
街
化
区
域

内
に
所
在
す
る
場
合
に
課
税
）。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

■
土
地

　
● 

登
記
簿  

　
● 

土
地
補
充
課
税
台
帳

■
家
屋

　
● 

登
記
簿

　
● 

家
屋
補
充
課
税
台
帳

■
償
却
資
産

　
● 
償
却
資
産
課
税
台
帳

▼
税
額
の
算
出
方
法

【 

固
定
資
産
税 

】

課
税
標
準
額
×
税
率
（
１
・
４
％
）

【 

都
市
計
画
税 

】

課
税
標
準
額
×
税
率
（
０
・
３
％
）

※
課
税
標
準
額
は
土
地
、
家
屋
、

償
却
資
産
の
評
価
額
を
も
と
に
算

出
さ
れ
ま
す
。

※
市
で
は
固
定
資
産
の
課
税
内
容

が
分
か
る
よ
う
に
、固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
納
税
通
知
書
に
「
固

定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
課
税
明

細
書
」
を
添
付
し
て
い
ま
す
。

税
の
お
知
ら
せ

納
税
な
ど
の
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

均等割も所得割もかからない場合

①未成年の方、障がいのある方、寡婦または寡夫
　に該当する方で、前年の合計所得金額が 125 万
　円以下の方
②扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が
　35 万円以下の方
③扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が
     ｛（本人＋扶養人数）× 35 万円＋ 21 万円｝以下の方
④生活保護法によって生活扶助を受けている方

所得割がかからない場合

①扶養親族がいない方で、前年の総所得金額等が
　35 万円以下の方
②扶養親族がいる方で、前年の総所得金額等が
   ｛（本人＋扶養人数）×35 万円＋ 32 万円｝以下の方

※扶養親族の人数には、16 歳未満の年少扶養親       
　族を含みます。　

＊1 市民税・道民税が課税されない方

固定資産税・都市計画税 
市民税・道民税（特別徴収）
市民税・道民税（普通徴収・年金からの天引き）
軽自動車税 
国民健康保険税 
介護保険料 
後期高齢者医療保険料 

平成 29 年度 通知書発送予定日
… 5 月 12 日㈮
… 5 月 12 日㈮
… 6 月 12 日㈪
… 5 月 12 日㈮
… 6 月 12 日㈪
… 6 月 12 日㈪
… 6 月 12 日㈪
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▼
納
期

　 

年
4
回
（
5
・
7
・
9
・
12
月
）

　

固
定
資
産
税
や
都
市
計
画
税
に

つ
い
て
の
し
く
み
な
ど
を
説
明
し

た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
、
5
月
12
日

㈮
発
送
予
定
の
納
税
通
知
書
に
同

封
し
ま
す
。

▼
新
築
住
宅
の

　
固
定
資
産
税
の
軽
減
切
れ

　
平
成
25
年
（
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど

の
3
階
建
以
上
の
中
高
層
耐
火
住

宅
は
平
成
23
年
。
た
だ
し
長
期
優

良
住
宅
を
除
く
）
に
新
築
さ
れ
た

住
宅
の
固
定
資
産
税
は
こ
れ
ま
で

軽
減
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
軽
減

の
期
間
が
平
成
28
年
度
で
終
了
し

た
た
め
、今
年
度
（
平
成
29
年
度
）

か
ら
本
来
の
税
額
に
戻
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
軽
減
さ
れ
て

い
た
税
額
は
、
昨
年
度
ま
で
の
納

税
通
知
書
の
2
枚
目
に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
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市
税
は
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
教
育
や
福
祉
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
納
期
限
ま
で

に
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
「
滞
納
」
と
な
り
、延
滞
金
も
発
生
し
ま
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

軽
自
動
車
税

 

　
毎
年
4
月
1
日
現
在
、
市
内

で
使
用
し
て
い
る
原
動
機
付
自
転

車
、
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
の
小
型
特

殊
自
動
車
、
軽
自
動
車
、
２
輪
小

型
自
動
車
を
所
有
ま
た
は
使
用
し

て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
普

通
乗
用
車
と
異
な
り
、
月
割
制
度

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

5
月
12
日
㈮
に
発
送
す
る
納
税

通
知
書
は
、
車
検
の
有
無
に
よ
ら

ず
車
両
1
台
ご
と
に
発
行
し
ま

す
。納
期
限
は
５
月
31
日
㈬
で
す
。

▼
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
へ

　
納
付
確
認
の
後
、
口
座
振
替
済

通
知
書
と
車
検
用
納
税
証
明
書
を

送
付
し
ま
す
（
6
月
中
旬
予
定
）。

　

5
月
下
旬
か
ら
6
月
中
旬
ま
で

に
車
検
の
有
効
期
間
が
満
了
と
な

る
車
両
を
お
持
ち
の
方
は
、
満
了

日
の
1
か
月
前
か
ら
車
検
を
受
け

ら
れ
ま
す
の
で
、
平
成
28
年
度
車

検
用
納
税
証
明
書
（
有
効
期
限
は

平
成
29
年
5
月
30
日
㈫
）
に
て
、

早
め
の
車
検
を
お
勧
め
し
ま
す
。

5
月
31
日
㈬
か
ら
車
検
用
納
税
証

明
書
が
届
く
ま
で
の
間
に
、
平
成

29
年
度
車
検
用
納
税
証
明
書
が
必

要
な
方
は
、
市
民
税
課
税
制
係
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（

次
ペ
ー
ジ
へ
）

滞
納
す
る
と
？

　

定
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
納

付
が
な
い
方
に
は
督
促
状
を
発
送

し
ま
す
。
そ
の
後
も
納
付
が
な
い

場
合
、
納
付
案
内
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
か
ら
電
話
に
よ
る
呼
び
か
け

を
行
う
ほ
か
、
催
告
書
な
ど
も
送

付
し
ま
す
。

滞
納
処
分

　

督
促
状
や
催
告
書
を
発
送
し
た

後
も
未
納
が
続
く
方
に
は
、
強
制

的
に
滞
納
し
て
い
る
税
を
徴
収
す

る
「
滞
納
処
分
」
を
行
う
場
合
も

あ
り
ま
す
。
滞
納
処
分
は
、
債
権

（
預
貯
金
・
給
与
・
生
命
保
険
な
ど
）

の
ほ
か
、
不
動
産
や
動
産
（
自
動

車
な
ど
）
の
財
産
も
対
象
と
な
り

ま
す
。

相
談
は
お
早
め
に

　
今
月
か
ら
税
目
ご
と
に
平
成
29

年
度
の
通
知
書
が
発
送
さ
れ
ま

す
。
や
む
を
得
な
い
事
情
で
期
限

ま
で
に
納
付
で
き
な
い
場
合
は
、

お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

市
税
を
公
平
に
負
担
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
市
税
滞
納
の
解
消
と

防
止
に
向
け
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

納
税
の
猶
予
制
度

●
徴
収
の
猶
予　

　

災
害
や
病
気
、
事
業
の
廃
止
な

ど
の
理
由
に
よ
り
、
市
税
を
一
時

に
納
付
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
。

●
換
価
の
猶
予

　

市
税
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と

に
よ
り
、
事
業
の
継
続
ま
た
は
生

活
の
維
持
を
困
難
に
す
る
恐
れ
が

あ
る
場
合
。

　

詳
細
は
、
納
税
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

 
納
税
課
☎
381
‐
１
０
１
３

市
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

インターネット公売
　インターネット公売は、差し押さえた不動産や動
産（自動車など）を、インターネットを使って売却
する手続きです。インターネット公売で落札された
物件の買受代金は、滞納税金にあてられます。
　インターネット公売の開催状況など、詳細は市ホー
ムページのくらしの情報から税金のページに進み、インターネット公売の
ページをご覧ください。

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
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ま
す
の
で
、
軽
減
の
対
象
と
な
る

世
帯
が
広
が
り
ま
す
。

▼
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

　
医
療
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
分
の
課
税
限
度
額
を
、
そ
れ
ぞ

れ
２
万
円
引
き
上
げ
ま
す
。

▼
忘
れ
ず
に
申
告
を

　

今
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

（
以
下
、
国
保
税
）
は
、
前
年
中

（
平
成
28
年
１
月
１
日
～
12
月
31

日
）
の
所
得
に
基
づ
き
算
定
さ
れ

ま
す
。国
保
税
の
納
税
義
務
者
で
、

前
年
中
は
無
収
入
だ
っ
た
方
、
収

入
が
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
・
雇

用
保
険
の
給
付
金
な
ど
の
非
課
税

所
得
の
み
の
方
は
、
必
ず
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
を
忘
れ
た
場
合
は
、
国
保

税
の
軽
減
の
対
象
か
ら
外
れ
る
ほ

か
、
高
額
療
養
費
支
給
額
や
入
院

時
食
事
療
養
費
の
減
額
な
ど
が
正

し
い
区
分
で
判
定
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
所
得
の
種
類
や
内
容
に
よ
り
申

請
先
が
異
な
り
ま
す
。

　

解
雇
や
雇
い
止
め
、
倒
産
な
ど

に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

方
は
、
申
請
に
よ
り
国
保
税
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

▼
手
続
き

　
①
交
付
を
受
け
て
い
る
手
帳

（
身
体
障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
・
療
育
手
帳

な
ど
）、
②
運
転
免
許
証
、
③
印

鑑
（
ス
タ
ン
プ
タ
イ
プ
の
簡
易
印

鑑
不
可
）、
④
車
検
証
、
⑤
本
人

確
認
書
類
な
ど
（
※
）
を
お
持
ち

の
う
え
、
5
月
31
日
㈬
ま
で
に
市

役
所
10
番
窓
口
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
（
平
成
29
年
度
納
税
通
知

書
が
届
い
て
か
ら
申
請
さ
れ
る
方

は
、
納
税
す
る
前
に
手
続
き
を
）。

※
減
免
申
請
書
に
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）」
の
記
載
が

加
わ
り
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示

な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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 対  象  者 対象となる軽自動車
①重度の身体障がいまたは精神障がいがあ
る方。※以下「身体障がい者など」と表記 左の方が所有し運転するもの

②重度の身体障がい者などと同一生計の方 左の方が所有し、当該身体障がい者などのために運転す
るもの（当該身体障がい者などが運転する場合を含む）

③重度の身体障がい者などのみの世帯の方 左の方が所有するもので、当該身体障がい者などのために
常時介護する方が運転するもの

④右の軽自動車を所有する方 身体障がい者などの利用のための構造を持つもの

軽自動車税の減免

【医療分】
①所得割：（前年所得 － 33 万円）× 8.3％
②均等割：加入者 1 人につき 2 万 4,000 円
③平等割：1 世帯につき 2 万 5,500 円
※①～③を合算した額で課税限度額は 54 万円

【後期高齢者支援金等分】
①所得割：（前年所得－ 33 万円）× 1.6％
②均等割：加入者１人につき 5,000 円
③平等割：1 世帯につき 5,500 円
※①～③を合算した額で課税限度額は 19 万円

平成 29 年度　
国民健康保険税の算出方法

【介護分】(40 歳～ 64 歳の被保険者 )
①所得割：（前年所得－ 33 万円）× 1.7％
②均等割：加入者１人につき 8,800 円
※①～②を合算した額で課税限度額は 16 万円

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
負

担
し
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。
算

出
方
法
は
下
の
表
の
と
お
り
で
す
。

▼
軽
減
対
象
が
広
が
り
ま
す

　

下
表
中
の
②
均
等
割
と
③
平
等

割
は
、
世
帯
の
所
得
な
ど
に
応
じ

て
軽
減
さ
れ
ま
す
（
申
請
不
要
）。

　

5
割
軽
減
と
2
割
軽
減
の
対
象

と
な
る
所
得
の
基
準
を
引
き
上
げ

（
前
ペ
ー
ジ
か
ら
）

▼
軽
自
動
車
税
の
減
免

　

左
上
の
表
に
該
当
す
る
場
合
に

は
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
（
部
位

に
よ
り
対
象
と
な
る
障
が
い
の
等

級
が
異
な
り
ま
す
。
事
前
に
電
話

な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

解
雇
さ
れ
た
方
な
ど
の

国
保
税
の
軽
減

  

国
民
健
康
保
険
税

▼
対
象
と
な
る
方

　
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者
（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
で
発
行
さ
れ
る
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理

由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、
22
、

23
、
31
、
32
、
33
、
34
の
方
）。

※
特
例
受
給
資
格
者
（
資
格
者
証

の
右
上
に 

特 

と
記
載
）、
高
年

齢
受
給
資
格
者
（
資
格
者
証
の
右

上
に 

高 

と
記
載
）
は
対
象
外
で

す
。

▼
軽
減
額

　
対
象
者
の
前
年
の
給
与
所
得
を

30
／
100
と
み
な
し
て
国
保
税
を
計

算
し
ま
す
。

▼
軽
減
期
間

　
離
職
し
た
日
の
翌
日
の
月
分
か

ら
翌
年
度
末
ま
で
。
雇
用
保
険
の

失
業
給
付
を
受
け
る
期
間
と
は
異

な
り
ま
す
。
軽
減
期
間
内
に
国
保

資
格
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
、

軽
減
が
継
続
さ
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
高
額
療
養
費

　
高
額
療
養
費
な
ど
の
所
得
区
分

が
ど
の
区
分
に
当
た
る
か
判
断
す

る
際
、
給
与
所
得
を
30
／
100
と
し

て
判
定
し
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　
①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

②
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
タ
イ
プ
の
簡

易
印
鑑
不
可
）、
③
申
請
者
の
本

人
確
認
書
類
、
④
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
が
わ
か
る
も
の
を

お
持
ち
の
う
え
、
市
役
所
6
番
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 

国
保
年
金
課
国
保
賦
課
係

☎
381
‐
１
０
２
８
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● 

試
験
案
内
の
配
布

　

試
験
案
内
と
申
込
書
は
、
本
庁

舎
２
階
職
員
課
、
市
役
所
大
麻
出

張
所
、
水
道
庁
舎
証
明
交
付
窓

口
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
5
月
10

日
㈬
か
ら
配
布
し
ま
す
。
郵
送
希

望
の
方
は
、
職
種
お
よ
び
試
験

区
分
を
明
記
し
、
返
信
用
封
筒

（
１
２
０
円
切
手
を
貼
付
、
自
身

の
住
所
と
氏
名
を
記
載
し
た
角
形

２
号
封
筒
）
を
同
封
し
て
職
員
課

（
〒067-8674 

高
砂
町
６
）
へ

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

申
込
方
法

　

5
月
10
日
㈬
か
ら
5
月
24
日
㈬

ま
で
に
「
簡
易
書
留
郵
便
」
で
申

込
書
を
職
員
課
へ
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
（
当
日
消
印
有
効
）。

 

職
員
課
☎

381
‐
１
０
０
７

 第 1 回
平成 29 年度

　■情報公開制度

　市が保有する情報を皆さ

んからの求めに応じて公開

する制度で、市民参加によ

る公正で開かれた市政をよ

り一層推進することを目指

しています。

　公開の請求は、どなたで

も行うことができます。閲

覧無料（複写などは実費）。

個人情報保護制度と
　　　　情報公開制度
個人情報保護制度と
　　　　情報公開制度

平成 28 年度の
公開請求の処理状況

  区    分       決定件数

 全部公開           9 件

 一部公開          2 件

  非公開            0 件

  不存在            1 件

      計             12 件

■情報公開コーナー

　市役所本庁舎１階市民相談室横の情報公

開コーナーでは、行政情報に関する冊子な

どを閲覧することができますので、お気軽

にご利用ください。詳細  総務部総務課☎ 381-1005詳細  総務部総務課☎ 381-1005詳細  総務部総務課☎ 381-1005詳細  総務部総務課☎ 381-1005

■個人情報保護制度

　市が保有する個人情報は、

個人情報保護制度により、

具体的な管理ルールが定め

られ、皆さんが自己の情報

の開示や訂正などを求める

ことができるようになって

います。

　自己に関する個人情報の

開示の請求は、どなたでも

行うことができます。閲覧

無料（複写などは実費）。 

※（　）内は職員採用試験の結
　果に係る開示件数

平成 28 年度の

開示請求の処理状況

  区    分       決定件数

 全部開示   51（43）件

 一部開示          6 件

  非開示            0 件

  不存在            2 件

      計        59（43）件

職　種 区　分 　応　募　資　格　
（各区分とも要件をすべて満たす方）

共  通 採用後、江別市内に居住が可能な方。

一般
事務職

大学の部
4 年制大学を卒業（見込み含む）した
方で、昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれ
た方。

身体障がい
者の部

●高等学校を卒業（見込み含む）した
方で、昭和 53 年 4 月 2 日以降に生ま
れた方。●身体障害者手帳（1 ～ 6 級）
の交付を受けている方。●自力（家族
などによる送迎を含む）により通勤し、
かつ、介護者なしに職務の遂行が可能
な方。●活字印刷文による出題、自筆
による解答および口頭による面接試験
に対応できる方。

建築
技術職

大学・高専
の部

● 4 年制大学または高等専門学校を卒
業（見込み含む）した方で、昭和 53 年
4 月 2 日以降に生まれた方。●建築工
学に関する知識を有する方。

土木
技術職

大学・高専
の部

● 4 年制大学または高等専門学校を卒
業（見込み含む）した方で、昭和 53 年
4 月 2 日以降に生まれた方。●土木工
学または衛生工学に関する知識を有す
る方。

電気
技術職

大学・高専
の部

● 4 年制大学または高等専門学校を卒
業（見込み含む）した方で、昭和 53 年
4 月 2 日以降に生まれた方。●電気工
学に関する知識を有する方。

機械
技術職

大学・高専
の部

● 4 年制大学または高等専門学校を卒
業（見込み含む）した方で、昭和 53 年
4 月 2 日以降に生まれた方。●機械工
学に関する知識を有する方。

保育士 資格の部

昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、
保育士資格を有する方または平成 30 年
3 月末までに取得見込みの方。ただし、
( 一社）全国保育士養成協議会が実施す
る平成 29 年度後期の保育士試験におい
て資格取得見込みの方は受験不可（前
期の保育士試験において資格取得見込
みの方は受験可）。

第 2 回採用試験…9 月実施予定
（詳細は 7 月号に掲載予定）

  江別市
  職員採用試験

内容／勤務環境、採用試験の概要など。※事前申し込み不要。相談ブース有。
会場／えぽあホール（大麻中町 26-7） 詳細   職員課  ☎ 381-1007

第１部　15 時 ～ 16 時 30 分
　　

第２部 　18 時 ～ 19 時 30 分

採用試験ガイダンス 5月12日 (金)

第一次試験日

6月25日     ㈰
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